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株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○ 
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 

則 

（
特
定
投
資
業
務
） 

第
二
条
の
十
二 

会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
こ
の
条
並
び
に
附

則
第
二
条
の
十
五
か
ら
第
二
条
の
二
十
ま
で
及
び
第
二
条
の
二
十
三
か
ら
第

二
条
の
三
十
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
投
資
業
務
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

こ
の
条
か
ら
附
則
第
二
条
の
二
十
ま
で
並
び
に
附
則
第
二
条
の
二
十
三
、

第
二
条
の
二
十
五
、
第
二
条
の
二
十
七
及
び
第
二
条
の
三
十
一
に
お
い
て
「
特

定
投
資
業
務
」
と
は
、
特
定
事
業
活
動
に
対
す
る
投
資
業
務
の
う
ち
、
地
域

経
済
の
自
立
的
発
展
に
資
す
る
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
事
業
活
動
の
活
性

化
又
は
我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
に
資
す
る
我

が
国
の
企
業
の
競
争
力
の
強
化
並
び
に
特
定
事
業
活
動
に
対
す
る
金
融
機
関

そ
の
他
の
者
に
よ
る
資
金
供
給
の
促
進
に
特
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
附
則
第
二
条
の
十
七
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
投
資
業
務
に
よ
る
資
金
供
給
の
対
象
と
な

る
事
業
者
及
び
当
該
資
金
供
給
の
内
容
を
決
定
す
る
も
の
並
び
に
こ
れ
に
附

帯
す
る
業
務
（
同
年
四
月
一
日
以
後
に
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

 
 

 

附 

則 

（
特
定
投
資
業
務
） 

第
二
条
の
十
二 

（
同
上
） 

   

２ 

こ
の
条
か
ら
附
則
第
二
条
の
二
十
ま
で
並
び
に
附
則
第
二
条
の
二
十
三
、

第
二
条
の
二
十
五
、
第
二
条
の
二
十
七
及
び
第
二
条
の
三
十
一
に
お
い
て
「
特

定
投
資
業
務
」
と
は
、
特
定
事
業
活
動
に
対
す
る
投
資
業
務
の
う
ち
、
地
域

経
済
の
自
立
的
発
展
に
資
す
る
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
事
業
活
動
の
活
性

化
又
は
我
が
国
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
に
資
す
る
我

が
国
の
企
業
の
競
争
力
の
強
化
並
び
に
特
定
事
業
活
動
に
対
す
る
金
融
機
関

そ
の
他
の
者
に
よ
る
資
金
供
給
の
促
進
に
特
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
附
則
第
二
条
の
十
七
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
平
成

三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
投
資
業
務
に
よ
る
資
金
供
給
の
対
象

と
な
る
事
業
者
及
び
当
該
資
金
供
給
の
内
容
を
決
定
す
る
も
の
並
び
に
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
（
同
年
四
月
一
日
以
後
に
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。 
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３ 
前
項
の
「
特
定
事
業
活
動
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
活
動
を
い
う
。 

一 
我
が
国
の
事
業
者
が
、
そ
の
有
す
る
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
経
営

資
源
を
有
効
に
活
用
し
、
新
た
な
事
業
の
開
拓
を
行
う
こ
と
又
は
そ
の
行

う
事
業
の
分
野
と
事
業
の
分
野
を
異
に
す
る
事
業
者
と
有
機
的
に
連
携

し
、
経
営
資
源
を
有
効
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
主
と
す
る
経
営
の
革
新

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
生
産
性
又
は
収
益
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を

目
指
し
て
行
う
事
業
活
動 

二 

前
号
に
掲
げ
る
事
業
活
動
に
対
し
資
金
供
給
を
行
う
事
業
活
動 

４ 

第
二
項
の
「
投
資
業
務
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
資
金
供
給
の
業
務
を
い
う
。 

一 

劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容

を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
金
銭
の
消
費
貸
借
で
あ
っ
て
、
財
務
省
令
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。 

二 

資
金
の
出
資
を
行
う
こ
と
。 

三 

劣
後
特
約
付
社
債
（
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る

特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
で
あ
っ
て
、
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）

の
取
得
を
行
う
こ
と
。 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
の
承
認
を
受

け
た
手
法
を
用
い
て
資
金
供
給
を
行
う
こ
と
。 

 

３ 

（
同
上
） 

       

４ 

（
同
上
） 
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（
特
定
投
資
業
務
に
係
る
政
府
の
出
資
等
） 

第
二
条
の
十
四 

政
府
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
会
社
に
よ

る
特
定
投
資
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
出
資
に
よ
り
払
い
込
ま
れ
た
金
銭
を
特
定

投
資
業
務
の
た
め
の
資
金
以
外
の
資
金
に
充
て
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
特
定
投
資
業
務
の
完
了
） 

第
二
条
の
二
十 

会
社
は
、
経
済
情
勢
、
特
定
投
資
業
務
に
よ
る
資
金
供
給
の

対
象
と
な
っ
た
事
業
者
の
事
業
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
令

和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
特
定
投
資
業
務
に
お
い
て
保
有
す
る
全

て
の
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券

及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
い
う
。
）

及
び
債
権
の
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
を
行
い
、
特
定
投
資
業
務
を
完
了
す
る
よ

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

会
社
は
、
特
定
投
資
業
務
を
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

財
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

財
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
投
資
業
務
に
係
る
政
府
の
出
資
等
） 

第
二
条
の
十
四 

政
府
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
会
社

に
よ
る
特
定
投
資
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
会
社
に
出
資
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

（
同
上
） 

  

（
特
定
投
資
業
務
の
完
了
） 

第
二
条
の
二
十 

会
社
は
、
経
済
情
勢
、
特
定
投
資
業
務
に
よ
る
資
金
供
給
の

対
象
と
な
っ
た
事
業
者
の
事
業
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
平

成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
特
定
投
資
業
務
に
お
い
て
保
有
す
る

全
て
の
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証

券
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
い

う
。
）
及
び
債
権
の
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
を
行
い
、
特
定
投
資
業
務
を
完
了
す

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

 

３ 

（
同
上
） 

 


